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１．本研究の背景、課題、方法

　UNHCR によると 2024 年中頃において強制

的に避難させられた世界の人々は 1 億 2200

万人を数えた 1。難民の増加の要因の一つ

が危機状況の長期化である。長期化状況に

ある難民とは、「同一の出身国からの 2 万

5000 人以上が、受け入れ国に少なくとも 5

年連続で逃れている状況」であると UNHCR

は定義している。2021 年末時点で、約

1,590 万人が長期化状況にある難民であっ

た (UNHCR 2022)。

　人道支援コミュニティは、従来４本柱

とされてきた水・衛生、食糧、シェル

ター、保健・医療に加えて、国連機関、

二国間援助機関、NGO で構成されている

Inter-Agency Network for Education in 

Emergencies (INEE) が Minimum Standards 

for Education: Preparedeness, Response, 

Recovery を 2004 年に発表して以来、教育

も重視するようになった。

　緊急時の教育（Education in Emergencies）

は、INEE の定義によれば、「危機的状況に

おけるあらゆる年齢層を対象とした、幼児

期の発達、初等教育、中等教育、ノンフォー

マル教育、技術教育、職業教育、高等教

育、成人教育を含む質の高い学習機会」を

意味する。しかし 2015 年の Oslo Summit 

on Education for Development および 2016

年の世界人道サミット以降、紛争の長期化

と 共 に、Education in Emergencies and 

Protracted Crisis（EiEPC）という用語が

主流化した。本研究では、冗長さを避ける

ために、「緊急時および長期化する危機にお

ける教育」と同義で「危機状況下の教育」

（Education in Crisis）という用語を使用

する。

　危機状況下の教育には、上述の INEE の定

義が示す通り、成人教育が含まれるのであ

るが、現実には学校教育、子どもの教育が

中心であり、成人教育・学習への支援は軽

視されている。しかしながら強制的に避難

させられた人びとの 59％にあたる 7,200 万

人は若者と成人である。このような背景の

もと、本稿は、長期化する危機における成

人学習に焦点をあてる。

　成人学習の定義について、UNESCO の 2015

年の「成人教育に関する勧告」は、「成人学

習及び成人教育は、コミュニティ教育、民

衆教育又はリベラル教育として様々に知ら

れているものを通じ、成人に対し識字及び

基本的技能を習得させ、訓練及び職能開発

を継続させるため並びにアクティブ・シティ

ズンシップのための多くの学習機会を含む」

と定義している（開発教育協会 2024）。①

識字と基礎スキル開発、②職業・技術スキ

ル開発、③シティズンシップ教育の３つを

学習領域とするこの成人学習の定義は、災

害と紛争の影響を受けた若者と成人にも適

用される。成人学習は、自己主導型で、柔

軟で、行動指向型であるという特徴を有す

ると同勧告は述べている。

　2019 年の難民の高等教育への進学率は

3％で、世界平均の 37％と大きなギャップ

があり、UNHCR とパートナー組織は 2030 年

までに若い難民の高等教育への進学率を

15％に引き上げるという目標を設定してい

る (UNHCR 2019)。しかし、本稿は上述した
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UNESCO の成人教育勧告に沿って、上述の成

人学習の３領域を扱い、高等教育を対象と

しない。

　本稿の課題は、①危機状況下の成人学習

の政策枠組み、②危機状況下の成人学習の

役割、③危機状況下の成人学習の現状と課

題、の３点を文献レビューを通じて明らか

にすることである。もって、危機状況下の

成人学習の主流化に貢献したい。

２．危機状況下の成人学習の政策的枠

組み

　「戦時における文民の保護に関するジュ

ネーブ条約第 4 号」（1949 年）、「非国際的

な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議

定書第 2 号」（1977 年）、「難民の地位に関

する条約（1951 年）および議定書」（1967 年）

等危機状況および難民に関する拘束力のあ

る国際法は、成人学習について言及してい

ない。しかし、以下に年代順に提示する国

際規範・基準文書は、危機状況下における

成人学習を保障するための概念的および政

策的枠組みを示している。これらの政策文

書は、危機状況下における成人学習を優先

するためのアドボカシーに活用することが

できる。また危機状況下の成人学習を推進、

普及している組織はこれらの政策文書の改

訂ならびに新しい政策文書の起草に貢献で

きる可能性がある。

学習権宣言（UNESCO 主催第 4 回国際成人教

育会議（CONFINTEA IV）で採択、1985 年）2

　学習権宣言は、生存権を保障するために

学習権が保障されるべきであると主張して

いる。

学習の権利は、将来のために取ってお

くべき文化的贅沢ではない。生存の問

題が解決した後にのみ得られる権利で

もない。基本的なニーズが満たされた

後に取るべき次のステップでもなう。

学習の権利は、人類の生存に不可欠な

手段である。

国内避難に関する指導原則（OCHA、1998年）3

　United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs に

よる国内避難に関する指導原則は、1998 年

に国連人権委員会に提出された。同委員会

は、国内避難に対処するための重要なツー

ルであるとこの指導原則をみなし、多くの

国々、国連機関、地域組織、NGO がこれを

基準として採用することを歓迎している。

指導原則は 30 の原則で構成され、教育は原

則 23 で言及されている。以下は原則 23 の

抜粋である。

3. 女性と女児が教育プログラムに完全か

つ平等に参加できるよう特別な努力が

なされるべきである。

4. 条件が許す限り速やかに、キャンプで

生活しているかどうかに関わらず、国

内避難民、特に青少年と女性に対して

教育と訓練の施設が提供されなければ

ならない。

国連総会決議「緊急事態における教育を受

ける権利」（2010 年）4

　この国連総会決議は、以下のパラグラフ

において成人を含むすべての被災者に質の

高い教育を受ける権利を保障する国家の役

割を規定し、紛争後の復興と平和構築の取

り組み、復興プロセスにおける若者と女性

の重要な役割を述べている。 

9. 加盟国に対し、国際法上の義務に従い、

いかなる差別もなく、緊急事態におい

てすべての被災者に対し教育へのアク

セスを確保するよう勧告する。

15. 加盟国に対し、緊急事態において、

ジェンダーに配慮し、学習者中心で、
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権利に基づき、保護的で、順応性があり、

包括的で、参加型で、子どもと若者の

特定の生活条件を反映し、適切な場合

には彼らの言語的および文化的アイデ

ンティティに十分な配慮を払い、質の

高い教育が寛容と相互理解、他者の人

権の尊重を育むことができることに留

意した質の高い教育を提供するよう求

める。

16. すべての関係当事者に対し、すべて

の和平プロセスと合意、紛争後の復興、

和平創出、平和構築の努力および復興

計画が、子どもと若者の特別かつ具体

的なニーズに配慮したものとなり、教

育、学習、訓練への早期アクセスの促

進を含む民間人の保護のための具体的

な措置が含まれ、女性、子ども、若者

がこれらのプロセスに参加できるよう

確保することを求める。

17. 各国およびその他の関連機関に対し、

早期復興イニシアティブ、和平・平和

構築プロセス、能力構築戦略、子ども

と若者の参加、人的・技術的・財政的

資源の動員と優先順位付けにおける具

体的な関連措置の実施を含め、緊急事

態の後に安全で友好的な環境における

子どもと大人の教育と訓練への早期ア

クセスの促進を確保するよう求める。

教育クラスターコーディネーターハンド

ブック（2010）5

　「クラスターアプローチ」とは、人道活動

を調整するための一連の構造とプロセス、

原則、コミットメントである。人道支援コ

ミュニティをよりよく組織化し、危機の影

響を受けた人々に対してより説明責任を果

たすことを目的としている。11 のセクター

別のクラスターがあり、特定の緊急事態に

応じて、国家レベル、地方レベルで活動する。

教育クラスターは、世界レベルではユニセ

フとセーブ・ザ・チルドレンが共同で主導

している。国レベルでは、教育クラスター

は通常これら 2 つの組織と教育省が共同で

主導しているが、別の NGO が教育省と主導

することもできる 6。保健、栄養、保護、シェ

ルターなど他の 10 のクラスターは国連機関

のみが主導しているの対し、教育クラスター

だけが国連機関と NGO が共同で主導してい

る。教育クラスターコーディネーターハン

ドブック（2010）は、成人学習について次

のように言及している。

 クラスター計画の開発：ノンフォーマ

ル教育、職業教育、成人教育などによっ

て非常に脆弱なグループに対する災害

の影響を軽減するための長期的対策を

推進する。

 アドボカシー：教育は子どもおよび成

人の発達に不可欠である。教育は人々

に生活スキルと知識を身につけさせ、

地域社会で積極的な役割を果たすこと

を可能にし、成人としてより大きな社

会的、経済的機会にアクセスできるよ

うにする。

持続可能な開発目標 4（2015）7

　SDGs の教育目標の７つのターゲットのう

ち３つは成人学習に関するターゲットであ

る。教育目標に限らず SDGs が言う「全ての

人々」には危機状況下にある成人も含まれ

る。「誰一人取り残さない」という SDGs の

理念に基づけば、危機状況下にある人々は

優先されるべきである。

ターゲット 4.3　2030 年までに、全て

の人々が男女の区別なく、手の届く質

の高い技術教育・職業教育及び大学を

含む高等教育への平等なアクセスを得

られるようにする。

ターゲット 4.4　2030 年までに、技術

的・職業的スキルなど、雇用、働きが

いのある人間らしい仕事及び起業に必
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要な技能を備えた若者と成人の割合を

大幅に増加させる。

ターゲット 4.6　2030 年までに、全て

の若者及び大多数（男女ともに）の成

人が、読み書き能力及び基本的計算能

力を身につけられるようにする。

マラケシュ行動枠組み（UNESCO 主催第 7 回

国際成人教育会議、CONFINTEA VII で採択、

2022 年）8

　マラケシュ行動枠組みは、危機における

成人学習の国際協力の必要性を述べている。

30. したがって、SDG 4 の達成に向けて

我々が行った公約に沿って、我々は既

存の世界レベルの教育基金、具体的に

は Global Partnership for Education

および Education Cannot Wait に対し

て、パートナー諸国に提供する戦略、

優先事項、財政支援に成人学習・教育

を含めるよう要請する。我々は、開発

途上国への ODA を国民総生産（GNP）の

0.7％にするという目標を達成するとい

う多くの先進国による公約を含む政府

開発援助（ODA）に関する既存の公約の

履行を通じて、SDG 4 の成人識字率目

標を達成し、技能訓練を統合するため

に、資金不足を解消することに取り組

むことを約束する。

42. 我々は、SDG 4 及びその他の SDGs の

達成において特に課題に直面している

以下のカテゴリーの加盟国に特に注意

を払うことを約束する。

 難民や避難民を含む成人学習教育へ

の参加や能力構築に関する特定の

ニーズに考慮し、紛争の影響を受け

た加盟国

INEE 教育の最低基準 : 準備、対応、復旧 

第 3版（2024 年）9

　教育に関する INEE の最低基準は、「質の

高い対応のための基礎基準」という他の 4

つの基準に共通して順守されるべき基準と

「アクセスと学習環境」、「指導と学習」、「教

員と教育関係者」、「教育政策」という 4 つ

の教育領域に関する基準で構成されている。

「質の高い対応のための基礎基準」には、「コ

ミュニティ参加」、「調整」、「分析」という

３つの下位基準がある。各基準には、主要

なアクションとガイダンスノートが提示さ

れている。次のガイダンスノートは危機状

況下の成人学習について述べている。

 質の高い対応のための基礎基準：分析：

基準 5　対応戦略、ガイダンスノート 7

「国家プログラムとの調和化」

 　成人学習者に対する対応戦略には、

読み書きと計算の教育プログラムを含

める必要がある。地雷の回避など安全

と安心の観点から、生存スキルと意識

啓発も重要である。避難状況や帰還難

民がいる地域での対応戦略には、加速

化教育、キャッチアップクラス、ブリッ

ジプログラム、職業訓練、高等教育の

機会など長期的なサポートを含める必

要がある。

 アクセスと学習環境基準 : 基準 8　平

等なアクセス：ガイダンスノート 4「多

様な教育機会」

 　危機の影響を受けた子ども、若者、

成人には、さまざまな適切な公式およ

び非公式の質の高い教育機会が必要で

ある。その目的は、あらゆる教育レベ

ルのすべての学習者の教育ニーズを満

たし、誰一人取り残さないことである。

　以上が国際社会が蓄積してきた、危機に

おける成人学習に関する政策枠組文書であ

る。危機状況における成人の学習権の保障

を義務づける国際法・条約は現状では存在

しないが、これらの教育の権利に関する政

策枠組文書は、基本的に「すべての人々」
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を対象にしていることから、強制的に避難

させられた人びとの 59％を占める 7,200 万

人の若者・成人も含まれるはずである。し

たがって、「すべての人々」に教育を保障す

ることの義務履行者である政府ならびに国

際社会は、危機状況下においても成人に対

する学習機会を提供する義務がある。この

ことは、SDGs の「誰一人取り残さない」と

いう理念からも重要である。

３．危機状況下の成人学習の役割

　前節で示したように、成人学習は危機状

況においても保障されるべき権利であると

いう事実に加えて、成人学習は危機状況に

おいて 3 つの重要な役割を果たしている。

(1) 成人の保護とエンパワメント

　成人学習は、紛争や災害の影響を受けた

若者や成人、特に社会的に疎外された人々

を 3 つの側面から保護し、エンパワーする。

第一に、成人学習は影響を受けた若者や成

人の尊厳と人間化を保障する。Internal 

Displacement Monitoring Center and 

Others（2021）は、「国内避難民の若者は、

支援を必要とする特別のニーズを持つ人々

としてのみ考慮されるべきではない。彼ら

はまた、国内避難による悪影響に対処する

上で、政府やその他の援助提供者の潜在的

なパートナーでもある」と主張している。

この主張はあらゆる種類の危機状況下にあ

る若者と成人に当てはまる。パウロ・フレ

イレが主張するように、成人学習は尊厳を

失わされた非人間化に対抗する取り組みで

ある (Roberts 2000)。非人間化は必然的に

疎外、絶望、シニシズム、そして最終的に

はさまざまな形の暴力と不正につながる。

　第二に、成人学習は識字能力を高める。

識字能力は、読む、書く、計算する能力だ

けではなく、パウロ・フレイレが「世界と

言葉を読む努力」と印象的に表現したよう

に、人々の力を高める。2009 年のデータに

よると、紛争の影響のない国の成人識字率

は 85％であるが、紛争の影響を受けた国の

成人識字率は 55％であり、災害や紛争の影

響を受けた成人に対する識字プログラムの

必要性は高い (UNESCO 2011)。

　第三に、成人学習は被災した若者や成人

の精神的トラウマを軽減することができ

る。避難に伴うリスクや課題は、うつ病、

不安、心的外傷後ストレス障害などの精

神疾患の発生率の上昇をもたらす (Shidlo 

and Ahola 2013)。成人学習は、被災者の

精神的ストレスを軽減することを目的とし

たプログラムを提供できる。たとえば、独

の成人学習分野の国際協力 NGO である DVV 

Interantional のパートナー組織は、ウク

ライナからの難民の若者や成人に、ストレ

スやトラウマに対処するためのアートセラ

ピーやノンフォーマル教育プログラムを提

供している (DVV International 2022)。ま

た日本の NGO であるシャンティ国際ボラン

ティア会のウクライナ難民に対するポーラ

ンドにおける職業訓練プログラムは、参加

者の心理的ストレスを軽減している（デラ

ワリ 2024）。

(2) 仕事、生計、ウェルビーングへの貢献

　成人は、緊急事態や危機においてもさま

ざまな目的のために学習機会を求めている。

影響を受けた成人は、失業率が高いため、

仕事を得て生活を改善するための職業訓練

を必要としている。例えば、避難したセル

ビアの若者の失業率は 71％、避難したロ

マ、アシュカリ、エジプトの若者の失業率

は 87％と非常に高い (Joint IDP Profiling 

Service 2018)。難民受入国の政府は通常、

難民の雇用を制限するため、多くの場合、

難民が出身国への帰還と第三国への再定住

に備えるための職業訓練プログラムが提供

されている。職業訓練は、緊急事態におけ

る収入創出活動と組み合わされ、マスク、
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石鹸、食料など生活必需品の生産やサービ

スの提供に貢献する。たとえば、アフガニ

スタンでは、シャンティ国際ボランティア

会が COVID-19 の真っ只中に女性向けの縫

製訓練プログラムを実施した結果、学習者

は COVID-19 の予防のためのマスクを製作し

た 10。

　緊急状況下にある難民は、特に女性は新

しい役割と責任を引き受けなければならな

い。成人が第二言語を話し、読み、計算す

る能力は、自分自身と家族を養えるかどう

かを決定するため、命に関わるぐらい重要

である。具体的には、受入国の言語能力が

あれば、就職、情報の受信、物資の売買、

医療サービスや社会福祉サービスへのアク

セスが可能になる (INEE 2004)。

　成人は健康とウェルビーングのために学

習を必要としており、これは COVID-19 パン

デミックの間特に重要であった。多くの機

関は、特に疎外されたグループの成人を対

象にパンデミックから自分、家族、コミュ

ニティを保護する簡単な方法について知ら

せるキャンペーンなどを通じて、わかりす

くシンプルな健康教育を実施した。

(3) 社会統合、和解、平和の促進

　成人学習は、紛争中および紛争後の社会

統合、和解、平和構築を促進する。成人

学習は、難民と受入国の両方にとって解決

策の一部となる。まず成人学習は難民が受

入国に溶け込むのに役立つ。成人教育機関

は、到着時に難民を支援する言語や市民権

のコースなどを提供する。また、難民に

選択肢や権利に関する情報を提供する上

で重要な役割を果たすことができる (DVV 

International 2015)。成人教育機関は、受

入国に新しく着いた人と彼らを受け入れる

地元の人々の交流のための会合も開催する。

難民が誰でどこから来たのか、なぜ逃げて

きたのか、難民としての地位が何を意味し

伴うのか、コミュニティが新しい住民を歓

迎することが何を意味するのかを地元のコ

ミュニティがよく理解することが重要であ

る。一方、これらの会合では、難民が地元

の文化をよりよく理解することができる。

　外国人排斥のメッセージや行為が増加し

ている時代には、寛容と尊重の教育が非

常に必要とされ、そのためにノンフォーマ

ルの成人教育は重要な役割を担い、連帯感

を高めることを可能にする。例えば、キ

ルギスタンとタジキスタンでは、コロナ

禍と紛争にもかかわらず、両民族間の対

話、コミュニティ組織化活動を含む成人学

習プログラムは、固定観念との戦い、国境

住民間の寛容さ、建設的なコミュニケー

ションの文化の創造に大きく貢献した (DVV 

International 2021)。

　女性が和平プロセスに参加すると、そ

の結果得られる合意が 15 年間続く可能性

が 35％高くなる（UN Women 2015）。意思

決定プロセスにおける女性の役割は過小評

価されており、ジェンダーに関する固定観

念は、特に農村部では、現場の関係者や行

動に依然として影響を及ぼしている。さら

に、男性が労働移民のために頻繁に不在の

場合、女性は意思決定と和平プロセスに参

加し、地元や地域の安定に貢献する義務が

ある。DVV International が支援したタジ

キスタンの女性リーダーのための平和アカ

デミープロジェクトはこの課題に対処した

良き事例である。このプロジェクトは、暴

力的過激主義を予防し、リスク要因や平和

構築と調停のアプローチに関する認識を高

める上で、女性が積極的な役割を果たせる

ようになることを目的とした。同プロジェ

クトに参加した女性たちは、地元の紛争緩

和やリーダーシップに関連するジェンダー

の固定観念の克服を含む独自のアイデアを

開発し、提案するスキルを修得した (DVV 

International 2021)。

　しかし、危機状況下の教育には良い役割

と悪い役割というの「２つの顔」がある（Bush 
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and Saltarelli 2000）。紛争の歴史は、教

育が悪い目的に利用される可能性があるこ

とを示している。教育の悪い役割として、

文化的抑圧の武器としての教育、政治的目

的で歴史を操作する手段としての教育、自

尊心を低下させ憎悪を助長する教育、不平

等、劣等感、固定観念を固定する手段とし

ての教育があげられる。教育は人々を解放

するための手段にも、人々を支配するため

の手段にもなり得るからである（フレイレ 

1979）。

４．危機状況下の成人学習の課題

　前節で述べた成人教育の重要性にもかか

わらず、実践レベルでは、危機状況下の成

人学習は２つの課題を抱えている。

(1) 影響国政府の成人学習政策・プログラ

ムの優先度の低さ

　一つ目の問題は、政府が成人学習政策・

プログラムを軽視しており、予算措置が少

ないことである。UNESCO 生涯学習研究所

（UIL）によるすべての UNESCO 加盟国を対

象にした成人学習についての調査結果は、

2018 年から 2019 年の 2 年間の政府支出に

占める成人学習の割合が 22 カ国では４％以

上が配分されていた一方、28 カ国では 0.4％

以下しか配分されておらず、40 カ国はデー

タを収集していなかった（UNESCO 2022）。

なお成人学習予算の省庁別割合は、データ

のある 92 カ国の平均値で、教育省が 86％、

労働・雇用省が 8％、社会福祉省が 7％であっ

た。

　危機状況下の成人学習プログラムとし

て、シリア難民のノンフォーマル教育を認

証するための政策枠組みに向けたユネス

コ生涯学習研究所（UIL）による取り組み

をあげることができる。危機状況下の人

びとに対するノンフォーマル教育の認定

（Recognition）、評価（Validation）、認証

（Accreditation）を確実にするためには、

影響国の教育制度に RVA 制度を導入する必

要がある。UILは、「シリア難民のノンフォー

マル教育の RVA のための政策枠組みに向け

て：レバノン、ヨルダン、イラク、エジプ

ト、トルコの現在の実践と社会的背景のマッ

ピングと国際的なベストプラクティスから

の学習」という事業を実施した。この事業

の目的は、シリア難民を受け入れている国々

が、成人学習プログラムの参加者が過去に

受けた教育や仕事と生活からの経験からの

学習の認定を含むノンフォーマル教育プロ

グラムの RVA を制度化するための国家枠組

みを開発できるようにすることにあった。

この事業は、難民の若者と成人が正規の学

校教育と同等の質の高い学習にアクセスで

きるように、国家および地域の教育政策立

案関係者がどのように関与できるかを示し

ている (UNESCO 2018)。

(2) ドナーの危機状況下の成人学習に対す

る優先度の低さ

　影響国政府による成人学習政策・プログ

ラムの優先度の低さは、開発パートナーに

よる支援の少なさに帰結する。多国間およ

び二国間を問わず、あらゆる開発パートナー

による危機状況への支援は、影響国を受け

た国の教育省、難民の場合は受入国政府か

らの要請が必要である。したがって、通常

時、つまり通常時の教育セクター開発計画

に、成人学習政策・プログラムが組み込ま

れている必要がある。そうでなければ、各

国の教育クラスター戦略およびドナーによ

る援助プログラムに成人学習プログラムを

組み込むことは困難である。

　まず危機状況にする成人学習を含む教育

セクター全体に対する援助について分析す

る。危機状況に対する教育援助は人道支援

と開発協力で構成されている。図１に示す

ように人道支援における教育セクター全体

に対する援助額は、2016 年の 2 億 3,000 万



図１．危機状況下にある国々に対する開発協力と人道支援による教育援助額

出所：Geneva Global Hub for Education in Emergencies Members（2022）

図２．人道支援における教育分野の必要額に占める供給額の割合

出所：図１と同じ
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ドルから 2020 年の 5 億 5,100 万ドルへと

2.40 倍に増加した。また開発協力における

教育セクター全体に対する援助額は、2016

年の 29 億ドルから 2020 年には 57 億ドルへ

と 1.97 倍に増加した。これは危機状況の長

期化に伴いこれらの国々に対する教育援助

は増加傾向にあること、また教育セクター

に対する開発協力の資金は人道支援の資金

よりもはるかに大きいことを示している。

　これは、教育セクターに対する資金の需

要が供給よりもはるかに速いペースで増加

していることを意味している。人道支援に

おける教育分野の必要額に占める供給額の

割合についての図 2 の棒グラフの上の部分
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が示す不足額は年々増加している。必要額

の 48％が供給された 2018 年にピークに達

した後、教育の資金不足額はその後の 3 年

間悪化した。主に COVID-19 による人道支援

における教育分野の資金需要は、2020 年の

14 億ドルから 2021 年には 29 億ドルへと 2

倍以上へと大幅に増加した結果、必要額の

わずか 22％しか満たされなかった。

　次に、教育援助における成人学習サブ

セクターに対する援助について分析す

る。2023 年 1 月時点の Global Education 

Cluster のウェブサイトによると、アジア

太平洋地域の国レベルの教育クラスターは

アフガニスタン、バングラデシュ（ミャ

ンマー難民向け）、ミャンマーの 3 か国で

活動している 11。国レベルの教育セクター

の人道行動計画である教育クラスター戦

略（Education Cluster Strategy）は、ユ

ニセフとセーブ・ザ・チルドレンが教育省

と協力して主導する各国の教育クラスター

によって策定される。これら 3 か国の教育

クラスター戦略には、アフガニスタンのよ

うに子ども向けのノンフォーマル教育プロ

グラムが含まれている国もあるが、成人向

けの職業訓練や識字プログラムなどの成人

学習プログラムは存在しない 12。バングラ

デシュのミャンマー難民については、スキ

ル開発に関する良質のサブセクター調査報

告書が作成されたにもかかわらず、教育ク

ラスター戦略にスキル開発のプログラム

がないのは残念なことである (Education 

Cluster Bangladesh 2019)。

　国レベルにおける教育クラスター戦略に

おける成人学習プログラムの優先順位が低

いため、 危機状況下の教育支援を提供する

多国間機関である Education Cannot Wait 

（ECW）による成人学習プログラムへの支援

は存在しない。2016 年の設立以来 2021 年

まで、ECW は危機の影響を受けた 40 か国で

690 万人の教育を支援してきた。 累計で 6

億 3280 万米ドルもの ECW のサブセクター別

支援対象は、就学前教育が 9％、初等教育

が 80％、中等教育が 11％であり、成人学習

は皆無である 13。ECW への支援申請書は教

育クラスター戦略に準拠している必要があ

るため、各国の教育クラスター戦略に成人

学習を含めることは極めて重要である。

　ECW が主に緊急事態と長期化する危機

に焦点を当てているのに対し、2002 年

に 設 立 さ れ た Global Partnership for 

Education(GPE) はより広範かつ長期的な焦

点を持ち、低所得国の強力で回復力のある

教育システムを支援することに専念してい

る。GPE は主に開発協力機関と考えられて

いるが、緊急対応メカニズムも備えている。

GPE は、危機対応の資金要請が 2015 年から

2020 年にかけて 21％増加したとしている。

脆弱で紛争の影響を受けた国々に対する支

援は、2016 年から 2021 年にかけて GPE の

支援総額の 62％を占め、21 億ドルに達し

た。GPE は COVID-19 対応を支援するために

5 億ドルを割り当てた。しかしながら 2020

年から 2022 年に実施されたアジア太平洋

地域の全 10 カ国を対象にした COVID-19 

Accerated Funding には成人学習プログラ

ムが全く含まれていなかった 14。

５．示唆と今後の研究課題

　本稿は、第一に、危機状況下の成人学習

の政策的枠組みを整理した。第二に、危機

状況下の成人学習の役割として、成人の保

護とエンパワメント、仕事・生計・ウェルビー

ングへの貢献、社会統合・和解・平和の促

進の 3 点をあげた。第三に、危機状況下の

成人学習の課題として、影響国ならびにド

ナー双方の成人学習政策・プログラムに対

する優先度の低さを指摘した。

　本稿から得られる示唆として以下の２点

をあげることができる。第一に、政策提言

の論点として、①緊急時における教育を受

ける権利に関する国連決議や INEE の最低基
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準を含む危機状況下の教育に関する国際規

範文書に成人学習を組み込むこと、② GPE

および ECW の方針、戦略、優先事項、支援

プログラムに成人学習を含めること、③影

響国の教育クラスター戦略に成人学習、特

にスキル開発を組み込むこと、の３点をあ

げることができる。成人のスキルとは、①

基礎スキル（読み書き、計算等）、②汎用

スキル（意思決定と問題解決、創造的・批

判的思考、コミュニケーションと対人関

係、自尊感情と共感、感情・ストレスへの

対処等）、③職業スキル :（仕事に必要な技

術や知識等）の３層で構成される（UNESCO 

2012）。

　第二に、能力強化については、危機状

況下の効果的な成人学習プログラムの立

案、実施、モニタリング・評価についての

影響国政府および関係機関の能力強化が必

要である。特に地雷回避や社会心理プログ

ラム等の安全と保健、ウェルビーングのた

めの教育、和解促進と平和構築のための教

育、学校教育の機会を失った若者や成人の

ためのセカンド・チャンスプログラムの

運営能力の開発のニーズが高い。セカン

ド・チャンスプログラムについてはその

Equivalency を保障するための RVA 制度の

整備が求められる。これらの良き実践事例

の収集と分析は有益である。

　今後の研究課題として、危機状況下の成

人学習プログラムのインパクトを定量的・

定性的に明らかにするための事例研究があ

げられる。これは、影響国政府およびドナー

による危機状況下の教育政策および施策に

おける成人学習の優先化に寄与する。
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 バングラデシュ : 
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 ミャンマー : 

 https://www.educationcluster.net/country/myanmar
13 ECW ウェブサイト

 https://www.educationcannotwait.org/annual-

report-2021/
14 GCE のウェブサイト　

 https://www.globalpartnership.org/where-we-work/

partner-countries　に掲載されている COVID-19 

Accelerated Funding のプログラム・ドキュメン

トの分析結果による。アジア太平洋地域の対象

国は、アフガニスタン、ネパール、ブータン、

バングラデシュ、ミャンマー、ラオス、カンボ

ジア、PNG、バヌアツ、サモアの 10 カ国。
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Adult Learning in protracted crisis

Takafumi MIYAKE
Rikkyo University

This paper aimed at clarifying the three points from the literature review. 
First, international normative policy documents on adult learning in crisis due to 
confl ict and disaster was reviewed. In this paper, the adult learning defi ned as the 
learning of youth and adults for developing the foundational skills, transferable 
skills and vocational skills. Second, it argued the three roles of adult learning in 
crisis: protection and empowerment of adults; contribution to work, livelihoods, 
and wellbeing; and promotion of social integration, reconciliation, and peace. 
Third, the challenges of adult learning in crisis include the low priority given to 
adult learning policies and practices by both affected countries and donors.

There are two implications of this paper. First, the policy recommendations 
include: 1) inclusion of adult learning in international normative policy documents 
on education in crisis, including the UN resolution on the right to education in 
emergencies and the INEE minimum standards; 2) inclusion of adult learning 
in GPE and ECW policies, strategies, priorities, and programs; and 3) to 
incorporating adult learning, especially skills development in affected countries’ 
education cluster strategies. Second, with regard to capacity building, there is a 
need to strengthen the capacity of affected country governments and concerned 
institutions to design, implement, and monitor and evaluate effective adult learning 
programs in crisis. In particular, there is a high need to develop capacity in the 
fi eld of safety, health and well-being, education for reconciliation promotion and 
peacebuilding, and the management of second chance programs for youth and 
adults who have lost their schooling opportunities, which requires ensuring the 
equivalency. Collection of good practices in capacity developing efforts would be 
benefi cial. 

Further study is needed on case studies for quantitative and qualitative 
analysis on impact of adult learning programs in crisis, which leads to prioritize 
adult learning policy and programs by affected countries and donors.


